
利 益 相 反 管 理 方 針 

 

                         奈良中央信用金庫 

 

奈良中央信用金庫（以下「当金庫」）は、当金庫が行う取引等によりお客様の利益を不当

に害することがないよう本管理方針を定め、利益相反のおそれのある取引を適切に管理す

るための体制を整備します。 

 

１．利益相反とは、当金庫とお客様の間又は当金庫のお客様相互間において利益が相反す

る状況をいいます。利益相反は、金融取引においては日常的に生じますが、当金庫は、

お客様の不利益のもと、当金庫又は当金庫の役職員が利益を得ている状況が存在し、か

つ当該お客様との契約上又は信義則上の義務が十分履行されていない可能性があるもの

を管理の対象とします。 

 

２．当金庫は、上記１．に該当する取引を、「取引を行う部門を分離する方法」「取引の条

件又は取引方法を変更する方法」、「取引を中止する方法」又は「利益相反のおそれがあ

ることについて、当該お客様に適切に開示する方法」等、法令等の趣旨を踏まえ、利益

相反管理規程に別途定める方法により的確に管理します。 

 

３．当金庫は、的確な利益相反管理を行うため、利益相反管理統括部署をコンプライアン

ス統括部、利益相反管理統括責任者をコンプライアンス統括部長と定めます。これらは、

他部門からの独立性を確保し、営業部門等からの影響を受けません。 

利益相反管理統括部署は、利益相反に関する情報の集約に努めます。 

 

４．営業店及び取引担当部署は、お客様との取引等の開始にあたり、当該取引等が上記１．

に該当する可能性があると判断した場合には、本管理方針及び別途定める利益相反管理

規程に基づき利益相反管理統括部署に報告し、報告を受けた利益相反管理統括部署は、

当該取引にかかる管理方法等を定め、適切に対応します。 

 

５．利益相反管理統括部署は、本管理方針等に基づき処理した事案は、記録に残し、保存

します。 

 

６．当金庫は、本管理方針の目的を達成するため、利益相反管理体制に係る教育・研修等

を定期的に実施し、利益相反取引について役職員全員が認識を深め、お客様の利益を不

当に害することのないよう努めます。 

 

７．当金庫は、本管理方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を

定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。また、検査部は、本管理方針及び利

益相反管理規程に基づく利益相反管理体制について、定期的に監査を行います。 


